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入 札 説 明 書 等 に 関 す る 個 別 対 話記録及び 

ＶＥ提案・民間付帯事業提案に関する質問回答 

のうち一般的な質問に対する回答 

 

 

平成２５年 ４月１９日 

 

 

国 立 大 学 法 人  九 州 大 学 

 

 

本一般的な質問に対する回答は、平成２５年３月２８日（木）、２９日(金)に実施した九州大学（伊

都）総合研究棟（理学系）他施設整備事業の入札説明書等に関する個別対話の記録、及び、平成２５

年３月２５日（月）から３月２６日（火）に受け付けた九州大学（伊都）総合研究棟（理学系）他施

設整備事業のＶＥ提案・民間付帯事業提案に関する質問への回答のうち、大学が、、一般的な質問（入

札参加者に共通の質問であり、かつ、競争性・公平性の観点から、当該質問に対する回答を他の入札

参加者にも公表すべき）であると判断したため、入札説明書１３（４）３）、および、入札説明書１

４（２）２）の規定に基づき、入札説明書等に関する質問回答（２回目）と併せて公表するものです。

 

 

 

（順不同） 

番号 質 問 回 答 

1 設計者との調整／ＶＥ提案の変更設計、また必
要となる建築基準法その他の法令に基づく手続
きの支援は実施設計を担当した企業（設計者）
に実施させることが可能と理解しております。
その場合に設計期間や費用に係る協議を設計者
と入札前に実施することをお認めいただけます
でしょうか。 
未協議のままでは入札時の根拠が不明確となる
ことが懸念されます。 

当該設計者と、設計期間や費用に係る事項にか
ぎり、入札前に協議することを認めます。以上
にあって、設計期間とは、ＶＥ提案に基づく実
施設計図書を変更設計し、また実施設計図書の
変更設計により必要となる建築基準法その他の
法令に基づく所定の手続を行うための期間のこ
とを指します。また、費用とは、ＶＥ提案に基
づく実施設計図書を変更設計し、また実施設計
図書の変更設計により必要となる建築基準法そ
の他の法令に基づく所定の手続を行うための費
用のことを指します。 

2 確認申請について／想定されている確認申請ス
ケジュールをご教示ください（本受付予定日、
確認通知予定日、申請先機関等）。 

事前審査は４月上旬、本受付は６月上旬、確認
通知（確認済書受理予定）は６月下旬、申請先
機関は福岡市建築指導部建築審査課の予定で
す。 

3 構造計算書の開示／構造を変更するＶＥ提案が
可となった場合、その時点で構造計算書他の必
要な資料を開示いただけますでしょうか。 

ＶＥ提案が可（採択）となった場合、その時点
で構造計算書他の必要な資料の閲覧ができるも
のとします。 
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番号 質 問 回 答 

4 サービス道路からのセットバック／講義棟・生
活支援施設（民間付帯施設も同様と思料します）
はサービス道路から５ｍ程度セットバックさせ
ることとされていますが、これは建築物に対す
る規制であり、テラスや飲食施設のオープンエ
アの客席としての利用、あるいはパーゴラ等の
工作物の設置は可能との認識でよろしいでしょ
うか。 

将来において、サービス道路の拡幅計画を検討
していることから、テラスやパーゴラ等の工作
物が、本体施設と切り離せる（事業期間中であ
っても撤去できる）場合にのみ可能とします。

5 建築可能範囲について／講義棟・生活支援施設、
民間付帯施設の整備に際し、要求水準書の添付
資料（【資料１２】建築可能範囲図）に示す設計
可能範囲を一部の庇や上層階が出ることは許容
いただけますでしょうか。 
敷地を 大限に活用したいと考えております。

講義棟・生活支援施設および民間付帯施設の整
備に際し、庇や上層階が建築可能範囲を越える
ことは、許容するものとします。 

6 埋蔵文化財範囲について／講義棟・生活支援施
設また民間付帯施設の整備に際し、埋蔵文化財
範囲の地上部に庇や上層階が出ることは許容い
ただけますでしょうか。 

講義棟・生活支援施設および民間付帯施設の整
備に際し、庇や上層階が埋蔵文化財範囲を越え
ることは、許容するものとします。 

7 提出書類のうち図面集（様式８３～８５）／指
定されている「Ａ３・横使い・１／２００」で
平面図が収まらない場合、１／３００など任意
の縮尺としてもよろしいでしょうか。 

「Ａ３・横使い・１／２００」とし、足りない
方向に継ぎ足し、Ａ３に折り込んでください。

8 変更設計のスケジュール／事業契約書（案）第
１１条第７項に「事業者は、①ＶＥ提案に基づ
く原設計図書の変更設計、～略～③これに関連
する業務を本件工事の開始日前までに行う。」と
ありますが、本件施設引渡日が守られる限りに
おいては、本件工事の開始日以降でも可、との
認識でよろしいでしょうか。 

事業契約書（案）第１１条第７項に下記を追記
します。 

記 
但し、法令を遵守し、かつ本件施設引渡日が守
られる場合には、本件工事の開始日後に行うこ
ともできるものとする。 
以上 

9 プレゼンテーション・ヒアリング／本年５月下
旬に予定されているプレゼンテーション・ヒア
リングにおいて、事業者が使用できるプレゼン
テーションツール等に制約はあるのか御教示願
います。 

日程については、なるべく早く決める予定です。
なお、ヒアリング資料は、提案書（加工は可と
する。）によるものとし、ＰＰ（パワーポイント）
の使用を考えています。出席者数については、
柔軟に対応する予定です。 

10 移転業務にあたって、既存施設の養生はどの程
度必要でしょうか？ 

解体を予定している施設であるため、特段の養
生の必要性はありませんが、当該施設利用者の
安全性および利便性を確保してください。 

11 生活支援施設のテーブル及びイスは、備品等調
達業務に含まれるとありますが、グレード等に
関する具体的な提示はいただけるのでしょう
か？ 

近く、参考品番等を公表する予定ですが、それ
らと同等以上であればよいものとします。 
上記につき、平成２５年４月１５日に、競争
参加資格を認められた者に配布しました。 

12 実施設計図書のＭ０２７、Ｍ０２８に、錯誤が
あるようですが、確認をお願いします。 

早急に、再提示等の対応を行います。 
上記につき、平成２５年４月１０日に、大学の
ＨＰにおいて公表しました。 

13 生活支援施設や民間付帯事業において、いわゆ
るＣ工事（入居者による店舗内装工事）の施工
は、建設に当たる者でなくてもよろしいでしょ
うか？ 

柔軟に対応するものとし、よいものとします。

14 仮設図にある図書館への通路は、本設でしょう
か、仮設でしょうか？ 

仮設とします。 

15 事業開始後、民間付帯事業の営業時間を変更す
ることは可能でしょうか。 

営業時間とともに、営業時間以外についても、
大学は、事業者の変更の申入れに対し、原則と
して、サービスの低下につながる一方的な変更
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番号 質 問 回 答 

は認めないものとしますが、利用者の実態、ニ
ーズの変化、代替の措置等を総合的に判断し、
大学が認めたものにかぎり、変更も可能とする
予定です。 

16 事業開始後、民間付帯事業のサービス内容を変
更することは可能でしょうか。 

サービス内容を変更について、大学は、事業者
の変更の申入れに対し、原則として、サービス
の低下につながる一方的な変更は認めないもの
としますが、利用者の実態、ニーズの変化、代
替の措置等を総合的に判断し、大学が認めたも
のにかぎり、変更も可能とする予定です。 

17 民間付帯事業提案書（４月１０日提出）の内容
と、提案書（５月１７日提出）の内容について、
多少の変更は可能でしょうか？ 

民間付帯事業提案書と提案書との趣旨に変更が
なければ、内容において多少の変更があっても、
大学が認めた場合は可能とし、認めないと判断
した場合は不採択とします。以上にあって、趣
旨とは業種・業態のことを指し、業種とは、例
えば食堂（複合）、食堂（専門（洋食・和食・中
華・パスタ））、軽食喫茶、弁当・パン販売、文
具類等販売、日用品・雑貨販売、コンピュータ
及び周辺機器・ソフトウェア等販売、書籍販売
（雑誌・一般書・専門書）、ＡＴＭサービス、証
明写真サービス、旅行支援サービス、アパート
支援サービス、複写サービスのことを、業態と
は、例えばセルフサービス、テーブルサービス、
クラークサービス、自動販売機サービス、ＩＴ
（遠隔）対応サービス、長時間対応、通常時間
対応、短時間（限定時間）対応のことを、業種・
業態の全体として施設規模のことをそれぞれ指
します。また、内容において多少の変更とは、
提案した業種・業態の範囲内であることを前提
に、例えば具体的なメニュー、具体的な商品、
具体的なサービス、具体的な提供方法、具体的
な営業時間、具体的な施設規模に関する多少の
変更を指します。 

18 大学が直接発注している警備業務の内容等をお
聞かせください。 

出入口施錠の確認、外周（特に１、２階）窓開
閉の確認等を行っています。なお、事業者が不
審者等を発見した場合は、当該警備業務の担当
者へ連絡してください。 

19 競争の公平性を確保するため、エアコン（ＧＨ
Ｐ、ＥＨＰ）のおおむねの使用時間（実績等）
を公表してください。 

近く、公表します。なお、生活支援施設の厨房
熱源については、伊都キャンパスの先行事例で
は電気を採用していますが、本事業においては、
事業者の提案によるものとします。 
上記につき、平成２５年４月１０日に、大学の
ＨＰにおいて公表しました。 

20 学生及び教職員が生活支援施設のホールをイベ
ント等で使用した場合の清掃は、サービス購入
費の対象でしょうか？ 

当該イベント等に直接かかわる清掃（後片付け）
は、利用者の負担とします。ただし、一般的な
清掃は、事業者の業務範囲に含まれるものとし、
サービス購入費の対象とします。 

 

以上 
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